
 報告（１） 

 

専決処分の報告について 

 

学校給食費の支払督促の申立てに係る訴えの提起について、熊本市長の専決処分事項に

関する条例（昭和 41年条例第 25号）第 4号の規定に基づき専決処分したので、地方自治法

（昭和 22年法律第 67号）第 180条第 2項の規定に基づき、市議会に報告するもの。 

 

１ 相手方 

 熊本市学校給食費の滞納者 

 

２ 訴えの趣旨 

 相手方に対し、熊本市学校給食費の滞納額等を請求する。 

 

３ 訴えの概要 

相手方は、自らが保護する児童生徒へ、学校給食法及び熊本市学校給食費条例（平成

31年 3月 8日条例第 18号）に基づく学校給食の提供を受けたが、学校給食費を納付し

なかったため、滞納額が発生した。 

その後、相手方に督促を行ってきたが、滞納額 183,586円を支払わないため、民事訴

訟法（平成 8年法律第 109号）第 383条の規定に基づき、令和 4年 3月 28日付で熊本

簡易裁判所書記官に対し、相手方を債務者として支払督促の申立てを行った。 

これに対して、相手方から督促異議の申立てがなされたため、同法第 395条の規定に

より、支払督促の申立ての時に訴えの提起があったものとみなされることとなった。 

 

４ 市議会への報告議案 

 別紙のとおり 
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報   第   43  号

令和 4年 11月 30日 提出

専決処分の報告について

熊本市学校給食費の支払督促の申立てに係る訴えの提起について、次のように専決

処分 したので、これを報告する。

熊本市長  大 西

熊本市学校給食費の滞納者

1件

183, 586円 及びこれに対する遅延損害金

令和 4年 9月 1日

(提 出理由)

学校給食費の支払督促の申立てに係る訴えの提起について、熊本市長の専決処分

事項に関する条例 (昭和 41年条例第 25号)第 4号の規定に基づき専決処分 した

ので、地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 180条 第 2項の規定に基づき、

市議会に報告するものである。

史

熊本市学校給食費の支払督促の申立てに係る訴えの提起についての専決処分

1相  手  方

2 件      数

3 金      額

4 督促異議の申立 日

5 専   決   日
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○熊本市長の専決処分事項に関する条例 〔法制課〕

昭和 41年 4月 1日

条例第 25号

地方自治法 (昭和 22年法律第 67号 )第 18()条第 1項の規定により市長において専決処分にするこ

とができる事項は、次の各号に定めるとおりとする。

(1)市営住宅等 (こ れらに附属する駐車場を含む。)に 係る家賃等の請求及び明渡しの請求に関する訴

えの提起、和解及び調停

(2)1件 600万 円以下の法律上の義務に属する損害賠償の額の決定

(3)議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約について、契約金額の 1割以内の金額に係る

変更契約を締結すること。

(4)市の中立てにより発せ られた支払督促 (1件 140万 円以 ドのものに限る。)}こ対し、債務者から

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 貝ll(平成 2年 4月 1日 条例第 32号 )

この条例は、公布の日から施行する。

附 貝|」 (平成 23年 12月 19日 条例第 108号 )

この条例は、公布の日から施行する。

附 貝lj(平成 28年 3月 24日 条例第 13号 )

この条例は、公布の日から施行する。

に、

重塗な督堡塁議の申立てが整:2た場全ヤこ、量菱 21訟二」ェ塵 曇上 塗生第■_6L2量」と隻旦」⊇_ユ堡」2埋二
により当該支払督促の申立ての時にあったものとみなされる訴えの提起

t
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○民事訴訟法 

(平成八年六月二十六日) 

(法律第百九号) 

第七編 督促手続 

第一章 総則 

（支払督促の要件） 

第三百八十二条 金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁

判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送

達によらないでこれを送達することができる場合に限る。 

 

（支払督促の申立て） 

第三百八十三条 支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記

官に対してする。 

２ 次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易

裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。 

一 事務所又は営業所を有する者に対する請求でその事務所又は営業所における業務に関するもの 

  当該事務所又は営業所の所在地  

二 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する請求  

手形又は小切手の支払地  

 

（訴えに関する規定の準用） 

第三百八十四条 支払督促の申立てには、その性質に反しない限り、訴えに関する規定を準用する。 

 

（申立ての却下） 

第三百八十五条 支払督促の申立てが第三百八十二条若しくは第三百八十三条の規定に違反するとき、又

は申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかなときは、その申立てを却下しなければならない。

請求の一部につき支払督促を発することができない場合におけるその一部についても、同様とする。 

２ 前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。 

３ 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければなら

ない。 

４ 前項の異議の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 

 

（支払督促の発付等） 

第三百八十六条 支払督促は、債務者を審尋しないで発する。 

２ 債務者は、支払督促に対し、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てを

することができる。 

 

（支払督促の記載事項） 

第三百八十七条 支払督促には、次に掲げる事項を記載し、かつ、債務者が支払督促の送達を受けた日か

ら二週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を付記し

なければならない。 

一 第三百八十二条の給付を命ずる旨 

二 請求の趣旨及び原因 

三 当事者及び法定代理人 

 

（支払督促の送達） 

第三百八十八条 支払督促は、債務者に送達しなければならない。 

２ 支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずる。 

３ 債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所若しくは事務所又は就業場所がないため、支払

督促を送達することができないときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知しなければならない。
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この場合において、債権者が通知を受けた日から二月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達を

すべき場所の申出をしないときは、支払督促の申立てを取り下げたものとみなす。 

 

（支払督促の更正） 

第三百八十九条 第七十四条第一項及び第二項の規定は、支払督促について準用する。 

２ 仮執行の宣言後に適法な督促異議の申立てがあったときは、前項において準用する第七十四条第一項

の規定による更正の処分に対する異議の申立ては、することができない。 

 

（仮執行の宣言前の督促異議） 

第三百九十条 仮執行の宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促異議の

限度で効力を失う。 

 

（仮執行の宣言） 

第三百九十一条 債務者が支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないとき

は、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促に手続の費用額を付記して仮執行の宣言をしな

ければならない。ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあったときは、この限りでない。 

２ 仮執行の宣言は、支払督促に記載し、これを当事者に送達しなければならない。ただし、債権者の同意

があるときは、当該債権者に対しては、当該記載をした支払督促を送付することをもって、送達に代える

ことができる。 

３ 第三百八十五条第二項及び第三項の規定は、第一項の申立てを却下する処分及びこれに対する異議の

申立てについて準用する。 

４ 前項の異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 

５ 第二百六十条及び第三百八十八条第二項の規定は、第一項の仮執行の宣言について準用する。 

 

（期間の徒過による支払督促の失効） 

第三百九十二条 債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から三十日以内にその申立てをし

ないときは、支払督促は、その効力を失う。 

 

（仮執行の宣言後の督促異議） 

第三百九十三条 仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したとき

は、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。 

 

（督促異議の却下） 

第三百九十四条 簡易裁判所は、督促異議を不適法であると認めるときは、督促異議に係る請求が地方裁

判所の管轄に属する場合においても、決定で、その督促異議を却下しなければならない。 

２ 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 

 

（督促異議の申立てによる訴訟への移行） 

第三百九十五条 適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の

価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその

所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、督促手続の費

用は、訴訟費用の一部とする。 

（支払督促の効力） 

第三百九十六条 仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の申

立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有する。 
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